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今
般
の
深
刻
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍

の
中
、
町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

「
３
つ
の
密
」
の
回
避
、
マ
ス
ク
の
着
用
、

手
洗
い
の
励
行
な
ど
「
新
し
い
生
活
様
式
」

の
実
践
、
ま
た
、
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
大
都

市
へ
の
不
要
不
急
の
移
動
は
控
え
る
な
ど
、

日
常
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

防
止
対
策
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
町
内
の
事
業
者
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ
な
が

ら
、
町
民
の
皆
様
の
生
活
を
支
え
て
い
た
だ

い
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
深
く
敬
意
を
表
し

ま
す
。

　

先
月
、
近
隣
地
域
で
あ
る
高
松
市
や
生
活

圏
で
あ
る
岡
山
市
な
ど
で
は
、
小
規
模
な
ク

ラ
ス
タ
ー
の
発
生
や
経
路
が
不
明
な
感
染
が

発
生
し
て
お
り
、
こ
の
状
況
下
、
香
川
県
で

は
７
月
18
日
か
ら
31
日
ま
で
の
期
間
を
「
感

染
警
戒
期
」
と
し
、
県
民
の
皆
様
に
対
し
、

広
く
感
染
予
防
対
策
を
呼
び
掛
け
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
感
染
予
防
の
取
り
組
み
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

当
町
の
状
況
は
、
現
段
階
（
７
月
末
）
で

は
、
未
だ
感
染
者
が
発
生
し
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
全
国
的
に
感
染
拡
大
の
波
は
予
断
を
許

さ
な
い
状
況
で
あ
り
、
社
会
構
造
上
、
生
活

面
や
産
業
・
経
済
活
動
に
お
い
て
、
日
常
的

に
町
外
と
の
関
わ
り
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
か

ら
、
引
き
続
き
、
皆
様
一
人
ひ
と
り
の
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
対
策
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

禍
の
中
で
、
当
町
が
行
っ
た
取
り
組
み
や
起

こ
っ
た
出
来
事
な
ど
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
一
点
目
と
し
て
、
町
内
に
お
け

る
感
染
予
防
対
策
で
あ
り
ま
す
。

　

感
染
予
防
対
策
で
最
も
重
要
な
の
は
個
人

レ
ベ
ル
の
対
策
で
あ
り
、
当
町
で
は
、
２
月

の
早
い
時
期
か
ら
、
ふ
れ
あ
い
通
信
で
「
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
予
防
」
対
策
と
し
て

“
手
洗
い
・
う
が
い
・
マ
ス
ク
の
着
用
・
咳

エ
チ
ケ
ッ
ト
”
な
ど
の
励
行
を
周
知
し
て
以

降
、
感
染
予
防
対
策
に
つ
い
て
、
広
報
お
よ

び
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
通
し
て
、
県
の
緊
急

事
態
宣
言
な
ど
を
交
え
な
が
ら
、
定
期
的
に

注
意
喚
起
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
事
業
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

も
、
玉
野
市
側
か
ら
地
元
企
業
に
勤
務
し
て

い
る
方
が
通
勤
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
菱

マ
テ
リ
ア
ル
や
ベ
ネ
ッ
セ
な
ど
に
対
し
、
直

接
、
感
染
予
防
対
策
の
徹
底
の
お
願
い
を
し

ま
し
た
が
、
既
に
自
主
的
に
対
策
を
講
じ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

冒
頭
に
も
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
未

だ
感
染
者
が
出
て
い
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
一

連
の
取
り
組
み
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
広
報
活
動
に
つ
い
て
は
一
定
の
効
果
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
町
の
取
り
組
み
と
し
て
、
感
染
予

防
対
策
に
つ
い
て
は
、
ふ
れ
あ
い
診
療
所
に

お
い
て
は
、
マ
ス
ク
・
防
護
服
・
フ
ェ
イ
ス

シ
ー
ル
ド
・
消
毒
液
の
確
保
、
受
付
な
ど
に

ア
ク
リ
ル
板
を
設
置
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
外
来

に
対
応
す
る
た
め
の
診
察
ス
ペ
ー
ス
を
創
設

す
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
た
ほ
か
、
緊
急
事

態
宣
言
の
解
除
以
降
に
つ
い
て
は
、
町
内
外

の
人
の
往
来
が
活
発
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
、
第
２
波
・
第
３
波
へ
の
対
策
と
も
な
り

ま
す
が
、
庁
舎
、
海
の
駅
、
診
療
所
、
教
育

施
設
な
ど
、
町
民
の
皆
様
が
利
用
す
る
施
設

に
つ
い
て
は
、
空
調
管
理
し
な
が
ら
感
染
予

防
対
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
殺
菌
性
と
安
全
性
に
優
れ
た
二
酸
化
塩

素
水
の
噴
霧
器
を
使
っ
て
、
施
設
の
空
間
除

菌
を
行
っ
て
い
ま
す
。
特
に
役
場
庁
舎
の
１

階
フ
ロ
ア
は
天
井
が
高
く
、
ア
ク
リ
ル
板
や

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
で
は
飛
散
防
止
の
効
果
が

期
待
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
方
法
を
採

用
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
の
町

の
支
援
策
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

議
会
の
一
般
質
問
で
も
答
弁
し
て
お
り
ま

す
が
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
つ

い
て
は
「
町
民
の
生
活
を
守
る
。」
と
い
う

生
活
基
盤
の
支
援
を
最
優
先
課
題
と
し
て
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

特
に
観
光
事
業
者
の
皆
様
は
大
変
苦
労
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
、
速
や
か
に
国

の
「
特
別
定
額
給
付
金
」
を
全
町
民
に
お
届

け
し
よ
う
と
、５
月
22
日
か
ら
支
給
開
始
し
、

７
月
末
ま
で
に
全
世
帯
の
約
99
％
の
ご
家
庭

へ
の
支
給
が
完
了
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に

は
、
当
然
、
観
光
事
業
者
の
方
も
含
ま
れ
て

　「
町
長
の
二
言
・
三
言
」

　
　
～
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
中
で
、
当
町
が
行
っ
た
取
り
組
み
や
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
～
　
　

直
島
町
長
　
小
林
　
眞
一

町長コラム
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い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
支
援
策
の
第
１

弾
と
な
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
持
続
化
給

付
金
な
ど
国
や
県
な
ど
の
救
済
策
を
受
け
る

こ
と
が
第
２
弾
、
こ
れ
に
加
え
、
第
３
弾
と

し
て
、
今
回
、
国
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

を
活
用
し
、町
内
観
光
事
業
者
等
に
対
し
「
事

業
継
続
応
援
資
金
」
の
受
付
申
請
を
７
月
下

旬
か
ら
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
の
支
援
策
と
し
て
、
水
道
料
金
や

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
費
用
負
担
の
軽
減

な
ど
も
実
施
し
て
お
り
、
今
後
は
状
況
を
見

な
が
ら
、
融
資
に
対
す
る
利
子
補
給
、
固
定

資
産
税
な
ど
の
負
担
軽
減
な
ど
も
想
定
し
て

お
り
ま
す
が
、
緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
の
現

在
、
町
の
産
業
界
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る

こ
と
と
な
り
、
町
の
支
援
策
に
つ
い
て
も
、

生
活
支
援
か
ら
事
業
継
続
に
対
す
る
支
援
に

移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
観
光
事
業
だ
け
で
な
く
、
地
元
の

主
要
産
業
で
あ
る
製
造
業
や
水
産
業
に
も
甚

大
な
影
響
が
出
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
業
種
を
注
視
し
つ
つ
、
今

後
の
対
策
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
町
の
財
源
の
み
で
の
支
援
策
に
は
、

財
政
面
か
ら
鑑
み
る
と
、
す
ぐ
に
限
界
を
超

え
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
国
の
第
２
次
補
正

予
算
に
お
け
る
臨
時
交
付
金
な
ど
を
最
大
限

活
用
し
な
が
ら
、
継
続
的
な
感
染
拡
大
防
止

と
社
会
経
済
活
動
の
両
立
に
最
善
を
尽
く
し

て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る

取
り
組
み
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ

れ
ら
の
事
業
な
ど
の
検
討
・
実
施
し
て
い
く

中
で
、
こ
の
件
に
関
す
る
町
議
会
の
一
連
の

動
向
に
つ
い
て
、
こ
の
書
面
を
お
借
り
し
て

意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

７
月
の
議
会
だ
よ
り
を
ご
覧
に
な
っ
た
方

も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
誌
面
の
一

部
で
町
当
局
に
対
す
る
批
判
攻
撃
へ
と
世
論

を
誘
導
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
編
集
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
内
容
が
顕
著
に
見
ら
れ
、
議

会
の
見
識
を
疑
う
よ
う
な
内
容
が
あ
り
ま
し

た
。

　

特
に
、
誌
面
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
は
、

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
お
け
る

町
民
の
一
つ
の
意
見
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
一
部
の
観
光
事
業

者
と
町
議
会
が
、
町
当
局
へ
の
信
頼
失
墜
を

企
て
、
そ
の
内
容
を
攻
撃
材
料
と
し
て
政
治

的
に
利
用
し
て
い
る
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い

と
思
わ
れ
る
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
、
そ
う
感
じ
た
具
体
的
な
理
由
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

一
．�

こ
れ
ま
で
の
議
会
傍
聴
記
は
、
傍
聴

さ
れ
た
方
は
実
名
で
意
見
を
述
べ
ら

れ
て
い
た
が
、
今
回
は
な
ぜ
か
匿
名

と
な
り
、
内
容
に
つ
い
て
も
観
光
事

業
者
の
方
か
ら
の
意
見
と
推
測
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　

�（
傍
聴
さ
れ
た
全
員
の
意
見
な
の

か
？
そ
れ
と
も
意
図
的
に
抽
出
し
た

の
か
？
が
不
明
で
あ
る
。）

　

二
．�

異
口
同
音
に
町
政
に
対
す
る
不
信
・

批
判
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

�（
自
発
的
に
傍
聴
に
来
た
方
の
意
見

な
の
か
？
そ
れ
と
も
傍
聴
記
あ
り
き

で
集
め
た
方
々
の
意
見
な
の
か
？
）

　

三
．�

４
月
の
議
会
か
ら
の
要
望
書
、
５
月

に
町
内
観
光
事
業
者
ご
一
同
様
か
ら

の
要
望
書
の
提
出
時
に
町
当
局
と
し

て
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
、
口
頭
で

は
あ
る
が
状
況
説
明
や
今
後
の
見
通

し
な
ど
を
言
え
る
範
囲
で
回
答
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
６
月
議
会
の
質

問
な
ど
で
、
回
答
や
実
行
し
て
い
な

い
よ
う
に
見
せ
か
け
、
議
会
だ
よ
り

に
掲
載
し
て
い
る
。

　

四
．�

観
光
事
業
者
以
外
の
町
内
事
業
者
や

一
般
町
民
の
意
見
に
つ
い
て
、
何
も

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
　

�（
私
の
所
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

方
か
ら
、
対
照
的
な
意
見
を
多
数
い

た
だ
い
て
い
る
が
、
議
会
に
は
意
見

が
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
か
？
そ
れ

と
も
意
図
的
に
出
し
て
い
な
い
の

か
？
）

　

以
上
、
代
表
的
な
内
容
に
つ
い
て
取
り
上

げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
町
議
会
と
い
う
公
平
・
公
正
な
判
断

が
求
め
ら
れ
る
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

時
の
世
情
・
感
情
に
囚
わ
れ
、
恣
意
的
で
極

端
に
偏
っ
た
行
動
に
終
始
し
て
い
る
現
状

は
、
非
常
に
危
険
な
状
態
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
私
が
最
も
危
惧
し
て
い
る
こ
と

は
、
町
民
の
皆
様
が
一
丸
と
な
り
、
こ
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
を
町
内
全
体
で
協

力
し
な
が
ら
乗
り
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
期
に
、
一
部
の
人
間
の
行
動
に
よ
り
、

観
光
事
業
者
全
般
が
「
悪
い
イ
メ
ー
ジ
」
と

な
り
、
町
内
の
中
で
互
い
を
い
が
み
合
う
対

立
構
造
が
発
生
し
、
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

　

私
は
、
今
の
町
議
会
の
行
動
は
、
そ
の
混

乱
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
、
一
刻
も
早
く
そ
の
行
動
を
是
正
し
、
議

会
の
本
分
を
再
認
識
し
公
平
・
公
正
な
活
動

を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
・
新
聞
等
に
お
い
て
も
、
第
２
波
・

第
３
波
へ
の
懸
念
す
る
情
報
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
お
り
ま
す
が
、
感
染
拡
大
を
防
止
し
な

け
れ
ば
、
経
済
活
動
や
学
校
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
な
ど
に
更
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
、
再

び
停
滞
す
る
恐
れ
が
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
状
況
下
で
、
継
続
的
な
感
染
拡
大
防
止

と
社
会
経
済
活
動
の
両
立
を
推
進
し
て
い
く

に
は
、
町
民
お
よ
び
各
分
野
の
事
業
者
を
問

わ
ず
「
オ
ー
ル
直
島
」
の
体
制
で
挑
ん
で
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

私
と
し
ま
し
て
は
、
今
回
の
不
測
の
事
態

に
対
し
、
町
長
と
し
て
の
責
任
を
も
っ
て
、

迅
速
か
つ
柔
軟
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
所
存

で
あ
り
ま
す
の
で
、
最
後
に
繰
り
返
し
に
な

り
ま
す
が
、
何
卒
、
皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

末
筆
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
皆
様
に
は
感

染
症
対
策
だ
け
で
な
く
熱
中
症
対
策
等
、
体

調
管
理
に
気
を
つ
け
る
な
ど
、
一
層
の
ご
自

愛
の
ほ
ど
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

町長コラム
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• • • • • • • •　総務課からのお知らせ　• • • • • • • •

• • • • • • • •　環境水道課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　環境水道課　☎087-892-2225

お問い合わせ　　総務課　☎087-892-2222

水害や土砂災害から命を守る行動を！！

ごみの出し方　（紙 類 編）

　今年も７月豪雨において全国各地で洪水や土砂災害での被害が出ました。
　令和元年度出水期から、警戒レベルを用いた避難情報等を発令しております。
　下図の避難行動判定フロー等を活用して、災害時の行動について考えてみましょう。
　ハザードマップは、町ホームページおよびタブレット端末に掲載しております。

●ごみステーションへ出す際のポイント・注意点
　収集日…毎週木曜日（前日からは出さないこと）
　種類ごとにひもで十字にしばって出してください。
　（種類：新聞紙、段ボール、雑誌、紙パック、その他雑紙※）
　※その他雑紙：�菓子箱、おもちゃの外箱、包装紙、紙袋、

広告等
　紙パック…開いて水洗いしてからしばってください。

ごみ出しルールを守りましょう！

●その他特にお願いしたい点
　◦�燃えるごみの中に紙類（包装紙、菓子箱等）が多く混
在しているため、できるだけ分別して紙類として出し
てください。

　◦�紙類は、水に濡れるとリサイクルできないので、雨の
日および雨の降りそうな日は出さないでください。

あなたがとるべき避難行動は？スタート！
避難行動判定フロー

ハザードマップ※で自分の家がどこにあるか確認
し、印をつけてみましょう。

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖
のそばなどにお住まいの方は、町からの避難情報を参
考に必要に応じて避難してください。

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人は
いますか？

警戒レベル４が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう（日頃
から相談しておきま
しょう）

警戒レベル４が出たら、
町が指定している指定
緊急避難場所に避難し
ましょう

※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊または崩落してしまうおそれ
の高い区域の外側である

②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧など
の備えが十分にある場合は自宅に留まり安全確保す
ることも可能です。

※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全確
保することも可能です。

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がか
かりますか？

警戒レベル３が出た
ら、安全な親戚や知人
宅に避難しましょう
（日頃から相談してお
きましょう）

警戒レベル３が出た
ら、町が指定している
指定緊急避難場所に避
難しましょう

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知
人はいますか？

家がある場所に色が塗られていますか？

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域
を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こ
る可能性があります。

※屋外へ出ることが危険と感じる場合には、建物の２階以上に垂直避難すること、同じ２階の室内でも山側と反対側の室内で
待機することが有効です。

はい

はい

いいえ

い
い
え

例　外

はい いいえ はい いいえ

災害の危険があるので、原則として※、自宅の外に
避難が必要です。
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農業相談会を開催します
　皆さんが知りたい野菜、果樹、花き栽培のポイントや鳥獣被害対策について、専門の普及指導員がお答えします。
お気軽にお越しください。

●日　時　９月９日（水）　10：00〜15：00（12：00〜13：00は除く）　

●場　所　役場２階大会議室

●内　容　�野菜、果樹、花きの栽培管理・病害虫防除、鳥獣被害対策等について香川県東讃農業改良普及センター
職員と個別相談

令 和 ２ 年 度 狩 猟 免 許 試 験 の ご 案 内
１．試験日時等

日　　付 時　　間 種　　目 会　　場 申請書受付期間

第１回
９月12日（土）

  9：00～ わな猟

香川県庁北館
８月３日（月）～８月21日（金）

（必着）

第２回 13：30～
第一種銃猟
第二種銃猟

第３回
９月13日（日）

  9：00～ わな猟

第４回 13：30～
第一種銃猟
第二種銃猟

２．申請手数料
　免許１種類につき５,200円（県証紙）
　※他の種類の狩猟免許の交付を受けている方は１種類につき3,900円

　なお、上記の狩猟免許試験を受験しようとする方に、狩猟に関する知識を習得してもらうため狩猟免許試験予備
講習会が下記のとおり実施されます。

日　　時 場　　所 講習内容 申込書受付期間

９月５日（土）
　　６日（日）

10：00～16：00
（２日間）

香川県農業協同組合
中央地区営農センター３階

高松市下田井町367-1

わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟
法令、鳥獣の判別および技能

８月３日（月）～
８月21日（金）

（必ず両日とも受講してください。）
　※受講料：１種類7,000円、２種類以上8,000円

　免許を取得し、町内で有害鳥獣の駆除に従事していただける方は、町から狩猟免許試験申請手数料、狩猟免許試
験予備講習会受講料、受験申請時添付用の医師診断書料の補助があります。

• • • • • • • •　建設経済課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　建設経済課　☎087-892-2224
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• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223（上記事）・2226（下記事）

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
　国では、ひとり親世帯に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による子育ての負担の増加や収入の減少に対す
る支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。

基本給付

●対象者
　①令和２年６月分の児童扶養手当が支給された方
　②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方
　③�新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と

なっている方
●給付額　１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

追加給付

●対象者
　上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収
入が減少した方
●給付額　１世帯５万円

給付金の支給手続・給付時期

●児童扶養手当の認定を受けている方または申請中の方については別途案内があります。
●それ以外の方については下記窓口までお尋ねください。

出張年金相談を開催します
　街角の年金相談センター高松（オフィス）による年金相談が開催されます。

　国民年金や厚生年金等の年金加入期
間を確認し、将来的な年金額や遺族年
金を請求した場合の年金額の算出がで
きるなど、年金事務所と同等のサービ
スが受けられます。

町内で各種手続きが可能ですので、
お気軽にご相談ください。

●開催日　８月20日（木）

●場所・時間
　・役場（１階会議室）　　��9：30〜12：30
　・西部公民館（講義室）　13：00〜16：00

●相談内容　
　年金見込額、繰り上げ・繰り下げ、在職老齢年金、
雇用保険との調整等

●年金請求・各種手続
　老齢年金、遺族年金、障害年金、住所・口座変
更等

●持参する物
　免許証・年金手帳・年金証書・振込通知書など
相談者本人であることが確認できるもの
※�代理の人がご相談に来られる際には委任状および依頼を
受けたご本人であることが確認できる書類（免許証等）が
必要です。
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ご存知ですか？　児童扶養手当制度・特別児童扶養手当制度

　父子・母子家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
　受給者は毎年８月に現況届を提出することになっています。８月以降も引き続き受給するために必ず提
出してください。

支給対象　次の条件に当てはまる児童を監護している父（母）、または養育者
◦父母が離婚した児童　　　　　　　　　　　　◦父（母）が死亡した児童
◦父（母）が重度の障がいの状態にある児童　　◦母が婚姻によらないで懐胎した児童　　など

手当が支給されない場合
◦児童が児童福祉施設等に入所している
◦父（母）が婚姻している（事実上婚姻関係と同様の事情がある）　　など

手当月額
全部支給 一部支給（所得に応じて決定）

令和２年４月分から
（子どもが１人の場合） 43,160円 10,180円～43,150円

子ども２人目の加算額 10,190円   5,100円～10,180円

子ども３人目以降の加算額 6,110円   3,060円～ 6,100円
※前年の所得により手当の一部または全部が支給停止となることがあります。

　身体や精神に中程度以上の障がいのある児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
　受給者は毎年８月に所得状況届を提出することになっています。８月以降も引き続き受給するために必
ず提出してください。

支給対象　身体または精神に障がいのある児童を監護している父母、または養育者

手当が支給されない場合
◦児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けている
◦児童が児童福祉施設等に入所している　　　　　　　　　など

手当月額
区　分 令和２年４月分から

１　級 52,500円

２　級 34,970円
※前年の所得により手当が支給停止となることがあります。

児童扶養手当制度

特別児童扶養手当制度

• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223
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～直島の火まつり～

平成28年８月20日

　今年「直島の火まつり」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から中止となってしまいました。花火を打ち
上げることはできませんが、過去の写真でお楽しみください。

直島の火まつり実行委員会

平成26年９月７日
（8/9予定が、台風接近で延期）

平成27年８月８日
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平成29年８月26日

令和元年８月24日

平成30年９月１日

　新型コロナウイルス感染症の終息を願います。来年は盛大
に花火を打ち上げたいです！「皆さんの笑顔を見たいから！」

写真：青地大輔＆町広報担当



10

NAOSHIMA Communication & 
Public relations　 カメラリポート

  2020.8月号

　直島町消防団の任期満了に伴う本部の改選が行われ井下良雄団長が再任されました。引き続き消防団の
リーダーとして、安全・安心な地域づくりに御助力いただきます。
　なお、副団長には、安部淳一氏（再任）が任命されました。

　直島ホールで子ども会の方を対象とした救急法講習会が開催され、日本赤十字社香川県支部の講師の指
導の下、いざという時のための救急法を学びました。

消防団総会７月６日（月）

救急法講習会７月11日（土）
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校内ダンスコンクール７月21日（火）

　直島ホールにて、中学生による校内ダンスコンクールが開催されました。
　クラス一丸となって作り上げた、各学年「課題ダンス」のソーラン節と「自由ダンス」を先生・保護
者・地域の方々に披露しました。

３年生

１年生

２年生
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• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-3400

地域包括支援センターだより
～みんなで防ごう高齢者虐待～

★高齢者の虐待は、誰もが直面するかもしれない問題です！

★思い当たることはありませんか？

　高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられ
ています。通報によって、虐待を未然に防ぐことや、早期支援が可能となり、高齢者や虐待をしている家族など双
方の救済につながります。守秘義務により誰が連絡・通報したかが周囲に漏れることは決してありません。

★虐待に関する相談・通報・届出は24時間受け付けています。
　（「直島町虐待防止センター」を住民福祉課内に開設しています。）

高
齢
者
虐
待
に
は
五
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

身 体 的 虐 待
●�良い事と悪い事を分かってもらう等の理由で、叩くなどして、しつけている。
●無理やり食事を口に入れる。
●ベッドに縛りつけたり、薬を過剰に服用させる。
●高齢者を他の人と会わせない。

心 理 的 虐 待
○�排泄の失敗を笑ったり、それを人前で話すなどして恥ずかしい思いをさせる。
○言う事をきかないので怒鳴ったり、ののしったりする。
○子ども扱いしたり、侮辱する。
○高齢者が話しかけても、意図的に無視する。

介護・世話の
放 棄 、放 任
（ネグレクト）

●入浴や身体を拭くなどの世話をしない。　
●おもらしをしないよう、水分をとらさない。
●空腹でも食事を与えない。
●室内のごみや汚物の処理を後回しにする。
●病気の症状があるにもかかわらず、病院を受診させない。

性 的 虐 待 ○排泄を失敗した後など、下半身を裸にして放置する。
○キスや性器に触ったり、性的行為を強要する。

経 済 的 虐 待
●日常生活に必要なお金を渡さない。
●本人の財産を無断で売却する。
●年金や預貯金を本人に無断で使う。

こんな場合に虐待が起こりやすい

●高齢者に認知症がある。
●介護をしていて疲れが溜まっている。
●経済的に困っている。
●困っていることを相談できる人がいない。　など

知らなかった。
介護しているつもりが、
「虐待」をしていたなんて…。

地域全体で　「見守り、気づき、助け合う」ことが大切です

日常生活の「あいさつ」で
地域からの孤立を防ごう。 いつもと様子が違う時は

「どうしましたか」と
いたわりの声をかけよう。ちょっとでもおかしいと思ったら、

ためらわずに町役場に通報をしよう。
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• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-3400

ホットアドバイス ～理学療法士からリハビリテーションについて～
　理学療法士の岩下です。
　前回は活動量低下予防のための下半身を中心とした運動でした。今回は口腔（口の中）に注目し
てお伝えしたいと思います。
　口腔機能は食べることや表情、コミュニケーションに影響します。これらが低下していくと噛み
やすいもの、飲み込みやすいものに食事が変わります。また舌を動かさないことで滑舌が低下する
ので、会話での話しにくさが現れやすくなります。これらが進むことで喉の筋力も低下して不活発
な状態になってしまいます。これらが引き起こす病気の一つに『誤

ご
嚥
えん
性
せい
肺
はい
炎
えん
』があげられます。あ

るデータでは70歳以上の肺炎になった人の内70%が誤嚥性肺炎だったというデータもあります。
　誤嚥には①唾液等による誤嚥�②気管の開閉に伴う誤嚥�③食べ物や唾液が喉に長く溜まって起こ
る誤嚥があります。寝ている間にも誤嚥することがあるということですね。これらを予防するため
には口腔ケアが大事と言われています。歯磨きやうがいで口腔内を清潔に保つのはもちろんのこと、
口内の働きを良くして飲み込みを良くすることができます。舌も筋肉なので動かすことが大切です。
今まで文字を黙読されていたかもしれませんが、声に出して読むことをしてみてはいかがでしょうか。
　口内の働きをよくする体操を紹介します。
　ゆっくりと声に出して５〜10秒長く発音しましょう。

　この体操の他にも「パタカラ体操」があります。同じように「パタパタパタ」「タカタカタカ」「カ
ラカラカラ」「パタカラパタカラパタカラ」と発音することで口の筋肉を動かせます。
　食事前やテレビを見ている時などの空いている時間にお口の体操を通して食事や会話を楽しみま
しょう。
　リハビリテーションについて詳しく知りたい方は、住民福祉課へお問い合わせください。

い お んあ う
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お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-3400

実施月日（曜日） 場 　 　 所 受 付 時 間

９月６日
（日）

子宮頚部がん

西部公民館

9：30〜10：45

乳がん
　視触診
　マンモグラフィ
　超音波

視触診 9：30〜11：00
マンモグラフィ 9：30〜10：45

超音波
9：50〜11：35

12：50〜15：35

９月７日
（月）

乳がん
　マンモグラフィ
　超音波

09：20〜11：35

12：50〜15：20

※ ４月にお配りしている受診票と検診場所・時間が異なっていますのでご注意ください。

秋 の 検 診 が 始 ま り ま す
　下記の日程で秋の検診を行います。
　検診対象に該当する方は必ず受診し、自己の健康管理に役立てましょう！ 【2020年度がん征圧スローガン】

いつ受ける？　　　
　声かけしよう

　　　　　がん検診

　満30歳以上の女性が対象となります。
　受診申し込み後に送付する問診票に必要事項をご記入のうえ、健康手帳を持ってお越しください。
★医師による視触診：200円
★マンモグラフィ検診：500円
　30歳・40歳代の方は、乳がん好発年齢であることから、２方向撮影になります。
　今年度のマンモグラフィ検診は、奇数年生まれ（例：昭和31年、33年など）の方が対象です。

★超音波検査：300円
　�超音波検査は基本的に乳がん好発年齢である30歳・40歳代の方を対象としていますが、それ以外の年齢の方も受診可能です。
　�春にマンモグラフィのみを受診した方で、視触診検査・超音波検査を希望される方も受診できますので、ぜひお越しください。
★マンモグラフィ検診・超音波検査は、予約されている方が優先されます。

乳がん検診 【受診人数：マンモグラフィ １時間で９人が目安、超音波 半日で 10 人が目安】

　満20歳以上の女性が対象です。
　受診申し込み後に送付する問診票に必要事項をご記入のうえ、健康手帳を持ってお越しください。
★料金：500円　　※30〜40歳の方で、希望される方はHPV検査が追加で受けられます。（無料）
　　　　　　　　　　［HPV（ヒトパピローマウイルス）：子宮頚部がんなどの原因となるウイルスです。］
　　　　　　　　　※必ずスカートをはいてきて（持ってきて）ください。（衛生上の理由から、スカートの貸し出しはできません）

子宮頚部がん検診 【受診人数：１時間で 25 人が目安】

※�検診をスムーズに行うため、乳がん検診・子宮頚部がん検診ともに事前に検診予約をとらせていただきます。
　●8/28（金）までに住民福祉課までご連絡ください。

　コロナウイルス感染対策のため、次のことにご協力ください。
◦マスク着用でお越しください。
◦�検診車内の消毒等行うため、通常より１人当たりの検診時間が長くなります。
◦�検診車内の脱衣かごは撤去しますので、着替えを入れる袋をお持ちください。
◦検診着を貸し出すことは原則中止します。
　子宮頸がん：�必ずスカートをはいてきて（持ってきて）ください。
　乳　が　ん：�視触診検診を受ける方は、バスタオルを１枚お持ちください。
　　　　　　　�マンモグラフィを受ける方は、可能であれば前開きの服をご用意ください。
　　　　　　　�超音波を受ける方は、バスタオルを２枚お持ちください。
　　　　　　　※�超音波検査については、検診車内ではなく別のお部屋で行います。（車内の密集を防ぐため）
　住民の皆さんが安心して受診できるように努めます。
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •
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住民票の写し等の不正請求を防ぐため「本人通知制度」をご利用ください
　町では、住民票の写し等の証明書を本人の代理人または第三者に交付したとき、本人にその事実をお知らせする「本
人通知制度」を実施しています。これにより、不正取得の早期発見や抑止する効果が期待できます。
　なお、希望される人は、事前登録が必要です。
〈登録できる方〉　町の住民基本台帳に記録されている方、または戸籍に記載されている方
〈登 録 方 法〉　�本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）をお持ちのうえ、住民福祉課で

申請してください。
　　　　　　��　�（代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。）
　その他詳しいことは、住民福祉課までお問い合わせください。

• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223

　今年度、秋の「特定健康診査（特定健診）」の時期がやってきました。特定健診は、気づかない
うちに進行している高血圧や高血糖などの体の異常から糖尿病などの生活習慣病を早い段階で発見
して予防・改善するための健診です。
　下記のとおり実施しますので、必ずご予約のうえ、６月初めに送付した受診券、質問票と被保険
者証、健診料をお持ちのうえ受診してください。

種　　別 実 施 日 健診場所 受付時間

集団健診 ９月７日（月） 西部公民館 特 定 健 診　　　 10：00〜12：00
胸部レントゲン　  9：30〜12：00

※�新型コロナウイルス感染症対策のため、特定健診の心電図を受診される方は、１人１枚バスタオルのご持参をよ
ろしくお願いします。
　また、マスクの着用にもご協力をお願いします。

　「特定健診」を毎年受診すれば、異常が出る前の段階で変化に気づくことができるほか、異常が見つかった場合で
も特定保健指導により病気になる前に生活習慣を改善することができます。
　皆さんが、この先ずっと健康でいられるよう、年１回の健診を必ず受けましょう。

～国民健康保険に加入されているみなさんへ～
「特定健康診査」実施のお知らせ

本人通知制度登録者
（利用希望者のみ）

町に住民票または戸籍があり、登
録をした人

住民票の写し等の請求者
代理人・第三者等

町 役 場

④交付した事実を通知 ①事前登録の申出 ②住民票の写し等の請求 ③住民票の写し等の交付
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• • • • • • • •　総務課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　総務課　☎087-892-2222

令和２年は、５年に１度の国勢調査の年です。
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特定計量器（はかり）の定期検査のお知らせ

• • • • • • • •　まちづくり観光課からのお知らせ　• • • • • • • •

　新型コロナウイルス感染の拡大防止の観点から延期しておりました特定計量器（はかり）の定期
検査を、下記の日程で実施します。取引や証明にはかりを使用する方は、計量法に基づき２年に１回、
定期検査を受検することが義務付けられていますので、必ず受検してください。
　なお、感染の拡大状況を踏まえ、再度延期等を行う場合は改めてお知らせします。

日　時　９月17日（木）　11：20〜13：50

場　所　直島町浄化センター（納言様）

お問い合わせ　香川県計量検定所　☎︎087-881-2517

お問い合わせ　　まちづくり観光課　☎087-892-2020

●空き家・空き地バンクとは？
　使われていない空き家や空き地を「空き家・空き地バンク」
に登録し、借りたい人や買いたい人へ無料でご紹介する制
度です。登録後、改修補助金を活用することができます。

●�移住・定住希望者がたくさんいる中、ご紹介できる物件がなくて困っています。
　※空き家・空き地バンク登録者数　約260名（2020年７月現在）

　知らない人に貸す・売ることが不安な方でも担当者や専門家がしっ
かりサポートするので安心してご利用いただけます。

　詳しくは担当まちづくり観光課までお問い合わせください。

～空き家・空き地バンクのご案内～
使われていないお家を活用してもらうことで
今ある不安・心配を一緒になくしませんか？
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• • • • • • • •　ふれあい診療所からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　ふれあい診療所　☎087-892-2266

　睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に無呼吸となることによって日中の眠気をきたす病気です。無呼吸の定義は10秒
以上の気流停止（気道の空気の流れが止まった状態）とし、７時間の睡眠中に30回以上の無呼吸を呈するか、１時
間あたりに５回以上あれば睡眠時無呼吸と診断されます。
　この病気の深刻さは、睡眠中の無呼吸により覚醒時（起きているとき）の私たちの日常生活活動に悪い影響を及
ぼすことです。また、自分では気が付かない間に日常生活活動や社会生活に様々な危険性を呈する可能性がありま
す。さらに、睡眠時無呼吸症候群は肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症などといった生活習慣病を引き起こすケース
が多いといわれております。睡眠は昼間の活動で疲れた脳と体を休息させるためのものです。睡眠中に無呼吸が繰
り返されると脳や体の中に行く酸素量が減ってきます。無呼吸により脳や体は覚醒状態になるので睡眠の質は低下
し、日常生活状態に様々な影響が生じます。眠い・疲れたというだけではなく、様々な悪影響を呈するようになり
ます。仕事での会議中や学校での授業中など大事な時間であっても急に居眠りをしたり、仕事や勉強への意欲低下
につながります。
　さらに、睡眠時無呼吸では高血圧、脳卒中、心筋梗塞などを引き起こす危険性が約３～４倍高くなり、特に重症
例では心血管系疾患発症の危険性が約５倍にもなります。しかし、経鼻的持続陽圧呼吸（CPAP）治療によって、
健常人と同等まで死亡率を低下させることが明らかになっています。
　睡眠時無呼吸の検査、治療は島内でも十分可能です。検査に関しては入院ではなく自宅に検査キットを持ち帰っ
て、簡単にできるようになっています。睡眠時無呼吸は検査してみないとわからない病気であり、特に中年以降の
方に積極的に検査していただきたい病気です。また、同居している家族からの勧めで検査して初めてわかることも
少なくありません。ご興味があればいつでも診療所にご相談ください。

（医師　須藤 雄也）

No.157 ふ れ あ い 健 康 コ ラ ム

寝ている間にあなたを蝕む ～睡眠時無呼吸症候群～

８月25日（火）午前中のみ
　 受　付　  8：30～11：30
　 診　察　  9：15～12：00

８月 泌尿器科外来診療日

教えてください！
あなたの直島町「こころの風景」

　NHK-BS プレミアムで放送する『にっぽん縦断こころ旅』。俳優の火野正平さんが、番組に寄せられたエピソー
ドをもとに、地元の人々とふれあいながらこころの風景を訪ねます。
　“2020秋の旅”は、北海道をスタート！東北は青森から太平洋側の岩手・宮城・福島を南下し、一気に四国は徳島へ。
　香川・愛媛・そして高知を目指す12週間の旅をします。その旅のルートは、皆さんから寄せられたお手紙で決ま
ります！

香川県の放送予定　12月７日（月）～12月11日（金）

応募方法　 ①住所 ②名前 ③電話番号 ④性別 ⑤年齢 ⑥思い出の場所・風景 ⑦場所にまつわるエピソードを記入し
て下記まで。

ファックス　03-3465-1327　　　はがき・封書　〒150-8001　NHK「こころ旅」係　（住所不要）
締め切り　香川県　10月19日（月）必着！
▼詳しくは番組ホームページをご覧ください
　http://nhk.jp/kokorotabi　または「こころ旅」で検索！

問い合わせ　NHK ふれあいセンター　0570-066-066（ナビダイヤル）または050-3786-5000
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ふれあい診療所  外来診療担当医予定表（８月10日～９月11日）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8/10 11 12 13 14

休診日 須藤
午前 午後

須藤 井上須藤・井上 井上

17 18 19 20 21
午前 午後

須藤
午前 午後

井上 井上須藤・井上 井上 須藤・井上 須藤

24 25 26 27 28
午前 午後 須藤 午前 午後

須藤 井上須藤・井上 須藤 午前中のみ 松木（泌尿器科）須藤・井上 井上

31 9/1 2 3 4
午前 午後

須藤
午前 午後

井上 井上須藤・井上 井上 須藤・井上 須藤

7 8 9 10 11
午前 午後

須藤
午前 午後

須藤 井上須藤・井上 須藤 須藤・井上 井上

※診療担当医は、都合により変更することがあります。
※受付時間　８：30〜11：30・14：00〜16：00
※診療時間　９：00〜12：00・14：30〜16：30
※救急患者の場合は、診療時間外でも診療いたしますので下記に電話してください。
※（注意）訪問診療のため月曜日と水曜日の午後は医師１名体制としています。
※（お知らせ）第4火曜日の午前中のみ泌尿器科専門外来を開設します。
� ふれあい診療所（☎087−892−2266）

玉野市休日当番医　市外局番（０８６３）

日 内　　　科 外　　　科 歯　　　科

８月
９

竹原内科医院
（迫間）71−0101

たまメディカルリハビリテーションクリニック
（玉）31−6803

白髪歯科医院
（築港）32−2880

10 玉野中央病院
（築港）31−1011

玉野市民病院
（宇野）31−2101

そのだ歯科医院
（和田）81−6771

16 長崎医院
（用吉）71−4800

みやもと整形外科
（東紅陽台）71−3030

竹北歯科クリニック
（田井）31−0310

23 日赤玉野分院
（築港）31−5117

宇野八丁目クリニック
（宇野）33−8080

谷歯科医院
（宇野）31−3500

30 満木内科小児科
（用吉）71−0747

近藤医院
（東田井地）41−1061

千葉歯科医院
（和田）81−0039

９月
６

たなべ内科
（八浜町八浜）51−3600

玉野三井病院
（玉）31−4187

仲田歯科医院
（築港）21−2949

13 油原医院
（和田）81−8235

玉野市民病院
（宇野）31−2101

中村歯科医院
（日比）81−8241

※診療時間は、内科・外科は９：00〜17：00、歯科は９：00〜12：00。
※休日当番医は都合により変更することがあります。

皆さんの応募をお待ちしています。

　広報では、赤ちゃんや就学前のお子さんの写真をお待ちして
います。掲載をご希望の方は、氏名（保護者・お子さん）・年齢・
住所（地区）・電話番号・メッセージを添えて下記の宛先まで
ご応募ください。
※写真でもデータでもＯＫです。

送 り 先
〒761-3110 直島町1122-1
　直島町役場総務課「広報なおしま ○○○コーナー」

  Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、s o m u 1 @ t o w n . n a o s h i m a . l g . j p
締め切り：８月20日（木）

　※紙面の都合で、掲載できない場合はご容赦ください。

　テーマはそれぞれ自由ですので、住所（地区）・氏名・年齢・
電話番号を記入し、お気軽にご応募ください。

★ ★  募 集して います ★ ★

わ が 家 の ス タ ー

「俳句・川柳」、「ミニ ギャラリー」のコーナー

Ｑ.秋の「特定健康診査（特定健診）」は何月何日に実施されるで
しょうか？
①８月７日　　②９月７日　　③９月８日

（ヒントは、広報紙の中にあります）

７月号の答え ③　応募総数６通

【応募締め切り】 ８月31日（月）
クイズの答え・住所（地区）・氏名・年齢・電話番号・広報紙の感想
を書いて、下記まで応募してください。正解者の中から抽選で
記念品を差し上げます。 応募は、１世帯１通に限ります。

【送 り 先】
　〒761-3110 直島町1122-1
　　直島町役場総務課「広報クイズ８月号」係

  Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town.naoshima.lg.jp

　※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
　※ご応募いただいた皆さんの個人情報は賞品発送のみに使用し、
　　第三者に開示・提供することはありません。

チャレンジ！ 広報クイズ
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この広報紙は自然保護のため
再生紙を使用しています。
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古紙配合率80%再生紙を
使用しています

お詫びと訂正
　７月号の14ページに掲載された「ミニギャラリー」の内容に誤りがありました。お詫びして訂正します。

（誤）丸野 美和子　　（正）丸野 美知子

横 防　岡崎 貢さんの作品
「横防外浜の景」

才ノ神　麻生 京子さんの作品
「朝顔」

　６月29日（月）香川県庁において、令和２年度地方自治功労者知事表彰の表彰式
が行われ、当町の丸山義朗氏が、町議会議員としての多年にわたる地方自治におけ
る功績が認められ、地方自治功労者知事表彰を受賞されました。

地方自治功労者知事表彰受賞地方自治功労者知事表彰受賞

丸山　義朗 氏


